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 町 の 会 計 年 度 任 用 職 員 は 、 年 度 ご と の 任 用

で は あ る が 、 勤 務 実 績 な ど に 基 づ き 、 公 募 に

よ ら な い 再 度 任 用 が 行 わ れ て い る 。 た だ し 、

再 度 任 用 は 連 続 ４ 回 を 上 限 と し て お り 、 上 限

を 超 え た 場 合 は 公 募 に よ り 応 募 す る 必 要 が あ

る 。 国 は 本 年 ６ 月 に 「 会 計 年 度 任 用 職 員 制 度

の 導 入 等 に 向 け た 事 務 処 理 マ ニ ュ ア ル 」 を 改

正 し 、 期 間 業 務 職 員 の 再 度 任 用 の 回 数 制 限 を

廃 止 し た 。 町 で も 再 度 任 用 の 回 数 制 限 を 設 け

る 必 要 は な い と 考 え る が 、 所 見 を 伺 う 。  


